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旨

本
法
律
案
は
、
成
年
年
齢
の
引
下
げ
等
の
社
会
情
勢
の
変
化
及
び
少
年
に
よ
る
犯
罪
の
実
情
に
鑑
み
、
年
齢
満
十
八
歳
以
上

二
十
歳
未
満
の
特
定
少
年
に
係
る
保
護
事
件
に
つ
い
て
、
ぐ
犯
を
そ
の
対
象
か
ら
除
外
し
、
原
則
と
し
て
検
察
官
に
送
致
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
件
に
つ
い
て
の
特
則
等
の
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
刑
事
処
分
相
当
を
理
由
と
す
る
検
察
官
送
致
決

定
が
さ
れ
た
後
は
、
少
年
に
適
用
さ
れ
る
刑
事
事
件
の
特
例
に
関
す
る
規
定
は
、
特
定
少
年
に
は
原
則
と
し
て
適
用
し
な
い
こ

と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
保
護
事
件
の
特
例

１

特
定
少
年
の
保
護
事
件
に
つ
い
て
、
家
庭
裁
判
所
が
原
則
と
し
て
検
察
官
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
件
に
、
死

刑
又
は
無
期
若
し
く
は
短
期
一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
の
事
件
で
あ
っ
て
、
犯
行
時
十
八
歳
以
上
の

少
年
に
係
る
も
の
を
加
え
る
。

２

特
定
少
年
の
保
護
事
件
に
つ
い
て
、
ぐ
犯
を
そ
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
と
と
も
に
、
家
庭
裁
判
所
に
よ
る
保
護
処
分

は
、
犯
情
の
軽
重
を
考
慮
し
て
相
当
な
限
度
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



二

二
、
刑
事
事
件
の
特
例

特
定
少
年
に
つ
い
て
、
検
察
官
送
致
の
決
定
が
さ
れ
た
後
の
刑
事
事
件
の
特
例
に
関
す
る
規
定
（
不
定
期
刑
等
）
は
、
原

則
と
し
て
適
用
し
な
い
。

三
、
記
事
等
の
掲
載
の
禁
止
の
特
例

特
定
少
年
が
犯
し
た
罪
に
よ
り
公
訴
を
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
略
式
手
続
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
記
事
等
の
掲
載
の
禁

止
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
な
い
。

四
、
関
係
法
律
の
整
備

更
生
保
護
法
、
少
年
院
法
等
の
関
係
法
律
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
備
を
行
う
。

五
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
施
行
後
五
年
を
経
過
後
、
施
行
状
況
、
社
会
情
勢
・
国
民
意
識
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
罪
を
犯
し
た
十
八
歳

以
上
二
十
歳
未
満
の
者
に
係
る
事
件
の
手
続
・
処
分
・
処
遇
に
関
す
る
制
度
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


